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保護者の皆様へ

福 山 市 立 城 北 中 学 校

校 長 谷 本 徳 夫

安全で落ち着いた学習環境をつくるために

日頃より，本校教育活動につきまして，ご理解とご支援を頂きありがとうございます。

さて，本校では，安全で落ち着いた学習環境をつくるために，次のような方向で指導にあたっています。

ご理解を頂き，指導についてご協力をお願いします。問題行動に対しては，毅然とした対応と丁寧な指導を

行いますので，ご心配なことや気になることがありましたら，担任等を通じて連絡してください。

なお，本紙裏面には，生徒に提示している生徒心得を掲載しています。

１．不要物（携帯電話，ＭＤ等の機器，指輪等のアクセサリー関係，化粧品，雑誌類等）の持ち込みがあっ

た場合は，１回目は１週間担任が預かり，返します。２回目以降は，一定期間の預かりとします。

携帯電話，音楽プレーヤー，ゲーム機など，高価な物品は保護者を通じて返却します。

ナイフ等の危険な物品に関しては，返却しない場合もあります。

菓子類，タバコ，ライター類は，没収したうえで廃棄させていただきます。

２．無許可での自転車通学，校外への自転車放置，二人乗り，これらのことがあった場合は，１回目は保護

者連絡のうえで１週間自転車を預かります。２回目以降は一定期間の預かりとします。違反が再三にわ

たる場合は，自転車通学許可を取り消すこともあります。

３．生徒間でけんかや暴力行為があった場合は，双方から聞き取りを行い，事実の確認を行ったうえで指導

します。保護者の来校を求めたり，関係機関と連携をとることもあります。

対教師暴力については，関係機関と連携をとります。

４．器物破損については，弁償すべきものは弁償していただきます。保護者の来校を求めたり，関係機関と

連携をとることもあります。

５．喫煙や飲酒があった場合は，該当生徒を別室にて指導し，即時に保護者の来校を求めます。保護者に連

絡がつかない場合は，別室指導を継続し，連絡がつき次第，保護者の来校を求めます。

６．窃盗行為があった場合は，加害生徒の保護者に来校を求めます。被害者への弁償とともに，保護者同伴

で謝罪に行くように指導します。警察に補導された場合は，保護者で本人を迎えに行って頂きます。

生徒は事後に指導します。

７．上記以外のことについても，度重なる指導にも関わらず改善の方向が見えない場合は，本人と保護者に

来校を求め，一定期間の別室指導等の対応を行う旨を伝えます。



生 徒 心 得

生徒は城北中学校生徒である自覚とほこりをもって行動する。

１ 礼儀〔お互いに人格を尊重し応対しよう〕

(1) 登校・下校のときは，先生・友だちに元気よくあいさつをする。

(2) 校内で先生・来訪者に会ったときもあいさつをする。

(3) 校長室・職員室・保健室・事務室などへの出入りは，礼儀正しくする。

(4) ことばづかいは，正しくていねいにする。

２ 身だしなみ

(1) 服装は城北中学校の規定に示すものを着用する。

(2) 頭髪は中学生らしい髪型とし，パーマ・染色・整髪料の使用などは禁止する。また，ヘアピン・ゴムなど

は華美にならないようにする。

(3) 化粧・ピアス・指輪などのアクセサリー・マニキュアなどは禁止する。

３ 所持品

(1) 所持品には必ず校名，ルーム，名前を明記する。

(2) 不必要なお金は持ってこない。諸事情等で持参した場合は朝学活の時に必ず担任に預ける。

(3) 金銭を忘れたとき，生徒の間では貸し借りはしない。

(4) 不必要なものは（不要物）は学校にもってこない。不要物を持ってきた場合は，一定期間預かるものとす

る。

(5) 物をなくしたりひろったりしたときは，すぐに先生に届ける。

４ 登下校・外出

(1) 登校・下校の時刻を厳守する。始業５分前までには登校し，登校後は校外に出ない。

(2) 遅刻・早退のときは必ず担任に申し出，欠席の場合は，保護者が必ず学校に連絡する。

(3) 自転車は，学校が許可した生徒以外は乗ってきてはならない。

(4) 自転車通学生はヘルメットを着用することが望ましい。

(5) 昼食時の弁当は注文制とする。朝の学活後に購買に注文すること。校外に買いに出ることは禁止する。

５ 校外生活

(1) 映画・スケートなどは保護者の承認をえる。

(2) 喫茶店・カラオケ・ボウリング等は保護者同伴とする。

(3) ゲーム場・ゲームコーナーへの出入りは禁止する。

(4) 友人宅への外泊は禁止する。また，生徒だけの夜間の外出はつつしむ。

(5) アルバイトは，事情がある場合のみ許可する。その場合保護者から学校長に所定の用紙にて申し出る。

(6) 校外でなんらかの事故にあった場合は，直ちに学校又は担任に連絡する。


